
正

誤

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日
付
け
奈
良
県
公
報
号
外
第
三
〇
号
正
誤
表

題

名

㌻

行

誤

正

県
営
水
道
の
業
務
に
従
事
す

四

「

「

る
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す

る
規
程
の
一
部
改
正

」

」

誤
り
。

九

「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
は
「
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
」
の
誤
り
。

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 389,900 441,000

187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 389,900 441,000

は

の



初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の

三
及

「

基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部

び
四

38

39

40

41

41

41

42

42

42

43

を
改
正
す
る
規
則

「
は

43

43

44

38

39

40

41

41

41

42

」

42

42

43

43

43

44

44

44

45

45

46

「

の
、

37

38

38

39

39

40

40

41

41

」

「
は

42

42

43

43

37

38

38

39

39

」

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

の
誤
り
。

45

46

」

給
与
条
例
附
則
第
三
十
一
項
、
十
三

三

号
棒

号
俸

第
三
十
三
項
、
第
三
十
五
項

又
は
第
三
十
六
項
の
規
定
に

よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則
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